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申請手順 

１．ログインする

利用者 ＩＤとパスワードを入力 

(利用者登録の方法は『利用者登録

マニュアル』をご覧ください。) 

「ログイン」を押してください。 
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２． 事業者向け手続きから、該当の手続きを選択 

「事業者向け手続き」を押してください。
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申請を希望する手続きを選択してください。 

こちらに手続き名を入

力し、検索したら簡単に

手続きが見つかります。
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申請を希望する手続きであることを確

認し、『次へ進む』をクリックしてくださ

い。
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事業者名を入力し、提出が必要な書類データを添付してください。 

(必要書類の添付がない場合、発注者別評価点の加点はできません。) 

全ての必要書類の添付が完了したら、ページ最下部の『次へ進む』を押す。

提出が必要な書類の添付項目が表示

されるので、添付してください。 

(添付方法詳細は次ページへ) 
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３． 申請内容の確認 

添付書類の添付方法について 

＊添付データのファイル数・サイズについて 

添付できるファイル数は１ファイルのみです。複数のＰＤＦファイルを提出する場合は、ＺＩＰファイルにまとめて添付してく

ださい。また、アップロードするファイル容量の上限は１０ＭＢです。１０MＢ 超える場合も ＺＩＰ ファイルにし、添付して下

さい。 

＊添付方法 

『アップロードするファイルを選択』を押し、提出したいファイルを選択してください。 

アップロードが完了したら、「アップロード完了」の文言と添付データの名称が表示されます。 
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入力内容に間違いがないか、よく

確認後、ページ最下部『申請する』

をクリックしてください。 

入力内容を修正さ

れる場合は、「戻る」

または「修正する」

を押してください。 

『ＯＫ』を押してください。 
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5. 申請完了

以上で申請は完了です。 

登録のメールアドレスに申請完了のメールが届きますので、ご確認ください。 

また、問合せの際に必要になりますので、申込番号は控えておいてください。 
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 一時保存手順

※行政書士の方が代理申請をする場合はシステムの機能上、一時保存はできませんのでご注意下さい。

以上で一時保存は完了です。保存した手続きの

再開は、１か月以内に行ってください。再開の手

順については、次ページをご確認ください。 

一時保存したい時に、各ページの最後にある「保存して

あとで申請する」を押してください。 
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 保存した手続きを再開する 

「東大阪市電子申請システム」のマイページから、保存した手続きを再開します。

①「もっと見る」を押し

てください。 
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②「保存した手続き一覧」を押し

てください。 

③保存した手続きが一覧で表

示されるので、該当の手続き

を選択してください。 
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④次へ進む」を押してください。 
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⑤申請の 1ページ目が開きます。保存した時点での入力内容が全て残っ

ています。続きから入力していき、申請を進めていってください。 
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 申請後の流れ

申請完了後、契約課での申請内容確認が完了したら、以下のメールが届きます。 

メールが届いたら手続き完了です。 

＊入札参加資格の承認日以降、ウェブサイトに発注者別評価点一覧表が掲載されます。 
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 代理申請手順 

※代理申請を行うためには、行政書士電子証明書 セコムパスポート ｆｏrＧ-ＩＤが必要です。

※行政書士法(昭和 26 年２月 22 日法律第４号)により、行政書士又は行政書士法人でない者が、業と

して他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を

作成することは禁じられています。 

以下、一部は「東大阪市電子申請システム操作マニュアル」の抜粋となります。 

詳細については、東大阪市電子申請システムのホーム画面右上の”ヘルプ“から「東大阪市電子申請システム

操作マニュアル」をひらき、『４.12.代理人として手続きを申請する』→『４.12.３.委任状なしで手続きに申請

する』をご確認ください。 

1. 代理人のメールアドレスで利用者登録をする。（利用者登録をする場合は、[個人として登録する]を

選択し登録してください。）

2. 「事業者向け手続き」から、申請する手続きを選択します。 

３. 手続きの詳細を確認し、「本人に代わり申請を開始する」ボタンを押します。 

＊ 代理申請の場合は、システムの機能上、

申請を開始すると一時保存ができませんの

で、ご注意ください。
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【電子署名拡張ＡPの動作環境が満たされていない場合】 

 動作環境が満たされていない場合、以下の画面が出てきます。画面の案内を参考に動作環境を 

整えてください。 

＊推奨動作環境については、 

「東大阪市電子申請システム操作マニュアル」内『３.１.利用環境の確認』→「動作環境」をご確認ください。 
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４. 申請内容を入力後、申請に電子署名します。 

① 「パソコンで電子署名する」ボタンを押します。 

② 電子証明書の署名用パスワードを入力し、ＯＫボタンを押します。 
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③ 事前にダウンロードした、行政書士電子証明書の電子証明ファイルを選択し、開くボタンを押します。 

④ 電子署名が完了すると、「電子署名が完了しました」と表示されます。 

5. 電子署名が完了したら、「申請する」を押し、手続きが完了します。 

『電子署名済み』となりま

す。 


